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  村上市は、新潟県の北端に位置し、山形県と境を接しています。近傍には胎内市、新発田市、

関川村、山形県鶴岡市があり、また市内中心部から 70km圏内には新潟市があり、経済圏の一部

として交流があります。 

人口は 56,700 人（令和 4 年 4 月 1 日現在）で、県内で 8 番目の人口規模となっており、面積

は 1,174 ㎢で県内最大の面積を誇り、新潟県の総面積（12,583km2）のおよそ 9.3％を占めていま

す。 

また、50kmにもおよぶ海岸線を有し、その中核として、特定地域振興重要港湾岩船港が産業物

流や観光振興における地域の重要拠点としての役割を担っています。 

主要道路としては、国道 7 号、国道 113号、国道 290号、国道 345号が縦横に走っており、こ

れに主要県道や一般県道などが交差しています。また、日本海東北自動車道の整備が進められて

いるほか、地域高規格道路として新潟山形南部連絡道路が計画され一部事業化されています。 

 

地質的には沖積平坦地と山間部洪積地で構成されています。平地は飯豊朝日山系に源を発する

荒川・三面川をはじめ、石川流域や大川流域に広がっています。集落は河川流域に集中している

ほか、朝日山塊が直接日本海に迫る三面川河口以北の海岸線に分布しています。特に、この三本

の河川流域は肥沃な水田として当市の農業生産活動の基盤となっています。 

  

気候は日本海型の気象区分に属し、四季の移り変わりがはっきりしているとともに、冬季

は、西高東低の冬型の気圧配置が続き、シベリアからの季節風がもたらす雪は、時として日常

生活や産業活動に悪影響を与えることがある反面、豊かな水資源となり、生活や産業活動に欠

かせない重要な資源となっています。 

 



 

- 2 - 

 

 ⌐⅔↑╢ ─ ≤ ─ ⅔╟┘  

 

新潟県内で一番面積の広い村上市には、山・川・海がバランスよく配置されており、季節ご

とにさまざまな種類の食材が収穫されています。森の富んだ栄養分が平野部や海に流れ、それ

らが相互に好循環している本市の農林水産業は市内の主な基幹産業になっております。 

農業は、平野部の土地利用型水田農業を中心に展開されており、米・大豆・麦・露地野菜・施

設野菜・果樹・花き・畜産などを組み合わせた複合生産体系により、新鮮な農産物の産地が形成

されています。 

林業は、県内のおよそ 30％の素材生産量を占め、木材の流通・加工体制整備により、いわふね

杉を始めとした地域産材の需要拡大に向け取組を強化しています。また、特用林産物として、し

いたけ、なめこ、えのきたけの生産拡大が進んでおり、林間ワサビのブランド化にも取り組んで

います。 

漁業は、寝屋漁港・岩船港では、令和 2 年の漁獲量は 2,111ｔとなっており、県と連携して越

後本ズワイや白皇鮃などのブランド化や販路拡大に取り組んでいる他、村上近海で水揚げされる

鮭の加工や販路拡大が進み、地域特産品として高い評価を得ています。 

市内で生産された農林水産物の多くは、農協、漁協を中心に集出荷され、市場においてそれぞ

れ高い評価を受けています。また、産地から直接消費者に届く直売所が多く設置され、たくさん

の方々に利用されています。しかし、従事者の高齢化や担い手不足、遊休農地の拡大、農林水産

物価格の低迷など、農林水産業を取り巻く環境は厳しさを増しています。今後は、消費者・実需

者ニーズに合った新鮮で品質の高い農林水産物の安定供給を行う産地の形成や、生産者と消費

者・実需者相互が顔の見えるような情報の交換と流通体制の構築を進める他、市内農林水産物の

加工・販売など、農林水産業の 6 次産業化を進めることにより、生産者の所得向上など農林水産

業による地域活性化を図ることが必要になっています。 
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本市には、20箇所以上の地場産農林水産物直売所があり、とれたてで新鮮な農林水産物が販

売されています。市内量販店では生鮮品コーナー内に地場産農林水産物コーナーが設置され、

直売所同様に新鮮な農林水産物が販売されています。一部の直売所や量販店内においては、生

産者の顔写真がコーナー内に掲出されるなど、新鮮で品質の高い地場食材を消費者に情報提供

するための工夫がみられます。 

学校給食が実施されている市内の小学校や中学校では、農協の他、市内の生産者や生産者グ

ループとの連携による地場産農産物などの利用が実施されており、特に米飯給食においては、

地場産うるち米の利用が 100％となっています。 

市内外の飲食店や旅館でも、生産者や直売所からの仕入れが行われ、地場産農林水産物を使

用した料理が提供されています。 

いわふね杉を始めとした地元産木材の利用については、「村上市公共建築物等における県産材

利用推進に関する基本方針」に基づき、市が整備する公共建築物等において市産材利用を進め

ている他、一定量の市産材を利用して建築する住宅等に対する市の補助制度による助成や、講

演会の開催、小学生等を対象とした木工教室の開催による普及啓発等の事業を実施しています。 

今後も消費者にとって、地場産農林水産物を身近なものにするため、直売所や量販店におけ

る農産物コーナーの充実や出荷体制の整備、学校給食、保育・保健福祉施設、飲食店、宿泊施

設において、地域で生産される地域食材の利用が高まるよう推進すると共に、良品質な地元産

の農林水産物の安定生産と利用拡大を図ることも必要です。 
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瀬波温泉や笹川流れなどの観光資源と豊かな歴史・文化を有する本市には、毎年多くの観光客

が訪れています。また、近年は、健康でゆとりのある生活や、農山漁村の持つ魅力的で豊かな自

然、その地域でしか体験できないことを求めるなど、都市住民の関心が高まっています。 

市内では、農林水産物や特産品を活用した観光・交流・体験などのイベントが数多く実施され

ています。地域独自の食材や食文化を提供・紹介することは、観光地としての魅力と地域ブラン

ド力を高めることにつながります。 

今後は、地域住民の創造力のもとで、市の自然と景観、農林水産物や伝統文化を活用して、都

市住民のニーズにあった都市と農村の交流を深める取組を推進していくことが必要です。 
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「食」は、私たちがより良く生きていくために一日も欠かせない重要なものであり、何をどの

ように食べるかは、心身ともに豊かで健康的な人生を送るためにとても大切なことです。 

しかし、輸入農産物の増加やライフスタイルの多様化により、食の選択の幅が拡大したことは、

不規則な食事や生活習慣病の増加など、次のような食や農を取り巻く心と身体の問題が生じてい

ます。 
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このような状況の中で、毎月 19 日を「食育の日」として地場産農林水産物や地域食材を紹介

する取組を行っています。 

また、地域においても、各種団体等による農業体験や地場産農産物を使った料理教室の開催な

ど、食を通じた健康づくりが推進されています。 

家庭・学校・地域における一体的な食育の取組を推進すると同時に、食に対する知識や伝統を

生活の中心である家庭において、親から子へと教え、育むことができるよう啓発を行うことが重

要です。そして、新鮮で安全安心な旬の地場産農産物や地域食材を利用した食生活や健康づくり

に取組むことで、市民自らが心と身体の健康を守り、人生を豊かに生きる力を育むことが必要と

なっています。 
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豊富な自然から生産された本市の農林水産物の新鮮で安全・安心かつ高品質・良食味等の魅

力を維持継続することと、新たに生産者、農林水産物を掘り起こすこと、更にその情報を市内

外に向けて発信し、地産地消の促進をはじめ、地場産農林水産物の市外への販路拡大を推進す

る取組を行うことで、地域の持続的な発展と産業活性化を目指すことが必要であると考えます。 

地産地消を促進することは、地元消費者・実需者側から見れば、新鮮で安心安全な地場産農

林水産物を容易に入手しやすくなりますし、生産者側から見れば、流通経費の削減、少量多品

目生産での一定収入の確保が見込めること、高齢者や女性農業者の活性化、規格外優良品等の

流通ルートの確立に繋がるというメリットがあります。 

このような、消費者と生産者・実需者それぞれのメリットを活かした食の取組を活発に行い、

お互いの顔の見える関係を築くことで、食に対する不安の解消と地場産農林水産物の消費拡大に

より、本市の農林水産業の活性化が出来ます。 

そして、食育と併せた地産地消の取組を進めることで、本市の基幹産業である農林水産業を活

性化させ、さらに将来に渡って安全安心な食料生産のための生産基盤や自然環境、魅力ある農山

漁村の貴重な財産を守ると同時に、市民一人ひとりが心と身体の健康をつくりながら、生涯を豊

かに生きる力を身につけることで、豊かな地域社会を築くことができます。 

市民一人ひとりが食を起点にした様々な取組に参加することで、食に対する正しい知識を身に

つけ、安全安心な地場産農林水産物による食生活を楽しみ、食習慣や食文化などの伝統を次世代

へ引き継ぐことが出来るように、市が行うべき施策、市民、農林漁業者・農林漁業団体、実需者、

関係機関・団体等の責務や役割を明らかにするため、平成 30 年 7 月に「村上市産農林水産物利

用促進計画（計画期間：平成 30年度～令和 3 年度）」を策定し、計画に沿って本市の地産地消の

促進を図ってきたところです。 

これまでの計画を引き継ぎながら、農林水産物のＰＲ強化、ブランド化、6 次産業化の推進な

どにより、農林水産業を起点とした地域活性化を推進するため、「村上市農林水産物地産地消促

進計画」を策定し、「第 3 次村上市総合計画」及び「村上岩船定住自立圏の形成に関する協定」

の実現を図ります。 

 ─ ↑ 

 

本計画は、市民、農林漁業者・農林漁業団体、実需者をはじめ、教育・健康づくり関係者や関

係機関・団体等が、それぞれの役割に応じて連携・協働しながら、農林水産業を起点にした地域

活性化に取り組むための基本指針とします。 

※なお、本計画は、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水

産物の利用促進に関する法律（六次産業化・地産地消法）」（平成 22 年 12 月 3 日法律第 67

号）に基づき策定するものです。 

 

 ─  
 
  本計画期間は、令和 4 年度から令和 8 年度までの 5 年間とし、まちづくりの指針となる「第

3 次村上市総合計画」の基本計画および、「村上市総合戦略」の基本方針を踏まえて推進します。

ただし、計画期間中に地域の実情又は目標達成の状況に応じて適宜計画の見直しを行います。 
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 ≤ ─  
 

  
 

  村上の豊かな自然や気候風土の中で生産・収穫された食材等を大切にし、生産者と消費者・

実需者の信頼関係を築くことで、「食」と「農林水産業」の一体感を醸成し、地場産農林水産物

の安定生産・安定供給ならびに地域内外への情報発信や、新鮮な旬の地場産農林水産物などを

活用した健康で豊かな食生活の実践に努め、地域の優れた食文化の継承を図られるよう持続可

能な開発目標( ＳＤＧｓ) の考え方を取り入れ、様々な主体と連携、協働しながら、持続・成長

する取組を促進することを基本指針とします。 

 

 

 

 ─  
 

基本指針に基づき、次の 3 項目を本計画促進の主要施策と位置付け、市民、農林漁業者・農林

漁業団体、実需者、関係団体との協働により実施施策の展開を図ります。 

 

ǀʺ ǁ 

Ū᷂ḹ ǵѫ ͝ ǯ Ḹ ͬǵ▌ӓ 

ūὄⱲɵὄЋǱ ǵ ͝  

Ŭ ǵɔɧɱɇӓǵ  
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ᵑ ─ ≤ ─  

   

ₒ ⌂ ⅎ ₓ 

市内で生産される旬の地場産農林水産物をはじめ、食に関する取組情報を各種媒体を使って

発信し、市内外の消費者・実需者にＰＲを行い、情報発信の強化を図ります。 

生産者、直売所、農協、森林組合、漁協、量販店、小売店の連携により、市民が地場産農林

水産物を身近に入手できるような仕組みづくりを行うとともに、市内の学校給食や福祉施設、

飲食店、食品加工事業者、宿泊施設における地域食材の利用と住宅の建築における地元産木材

の利用促進を図ります。 

 

ₒ ⌂ ₓ 

①農林水産物を中心とした「食」に関する情報の提供 

消費者・実需者が求める情報を積極的に紹介し、地場産農林水産物の消費拡大と、生産者

と消費者・実需者の相互理解の促進を図ります。 

ア 各種媒体を活用した地場産農林水産物の旬情報や流通に関する定期的な情報の提供 

イ 地場産農林水産物を使ったレシピの開発および紹介 

ウ 市内における地産地消の優良事例の収集と市民への迅速な情報提供 

エ 消費者・実需者の食に対する意識向上を目的とした講演会・イベントの開催 

オ １００年フード認定(村上の鮭の食文化)を利用したＰＲの実施  

 

   ②農林水産物の直売所や直売コーナーの利用促進 

農林漁業者、直売所、量販店、関係団体と連携し、地場産農林水産物直売所や直売コーナ

ーの利用促進を図ります。 

    ア 安全安心な農林水産物の計画生産と安定供給の支援 

    イ 直売所出荷者の育成や出荷体制づくりの支援 

    ウ 直売所や直売コーナーの施設整備への支援 

    エ 生産者と消費者の交流会の開催による消費者ニーズの把握と情報提供  

 

   ③学校給食、福祉施設における地域食材の利用促進 

地元生産者や直売所・農林漁業の組合や関係機関とともに、地域食材の利用率の向上を図

ります。 

ア 地場産農林水産物の利用率向上を図る学校や福祉施設への支援 

イ 給食等の利用に対応できる生産者やグループの育成 

ウ 生産者と消費者との相互交流の機会づくりの支援 

エ 給食等需要野菜の計画生産・安定供給の支援   

 

   ④住宅の建築における地元産木材の利用促進 

地元森林業者や森林組合、木材製材業者や関係機関・団体と連携し、脱炭素、二酸化炭素

の吸収源である森林資源の整備や地域で生産される木材の利用促進を図ります。 

ア 村上市産材利用住宅等建築奨励事業の利用促進 

イ いわふねの森づくり・家づくりセミナー開催への支援 

ウ 地球温暖化対策のため、森林資源を利用したカーボン・オフセットを進めていきます。 

エ 良品質な地元産木材の安定生産・供給の取組への支援 

    オ 木育や森林環境学習活動により、木に触れ、木に親しむ心を醸成し、林業への関心拡

大を図ります。 
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   ⑤農林水産物の６次産業化の推進 

    伝統産業や市内生産物の消費拡大と生産体制の強化を進めるとともに、生産者自ら販売を

行う「６次産業化」を推進し、生産者の所得向上を図ります。 

ア 村上市産業支援プログラム事業補助金の活用促進 

イ 特産品づくりに積極的に取り組む生産者やグループの育成 

ウ 他地域の先進地情報や事例紹介、生産技術の指導体制に対する支援 

エ 消費者や実需者のニーズ把握と情報提供 

 

ᵒ ה ⌂ ─  

 

  ₒ ⌂ ⅎ ₓ 

農産物については現在、減農薬減化学肥料栽培や有機栽培に対する消費者・実需者のニーズ

が高まっています。本市では、早くから減農薬栽培や環境保全型農業が実践されており、水稲

においては、農協の取組により、コシヒカリは全量３割減農薬・減化学肥料栽培が行われてい

ます。 

今後は、村上市産の農林水産物に対して更なる信頼感が得られるよう、生産者の顔が見える

農産物の生産を推進するとともに、客観的な安全基準である各種認証制度の取得推進や、ポジ

ティブリスト制度（残留農薬等の規制強化）、トレーサビリティー（生産履歴の追跡）、ＧＡＰ

（農業生産工程管理手法）に対する取組を支援し、食卓に安全安心な農林水産物と生産者の思

いが届くような施策を目指します。 

 

ₒ ⌂ ₓ 

 ①安全・安心な農林水産物の生産拡大 

次の取り組みを推進することで、消費者・実需者の期待に応える新鮮で安全安心な農林水

産物の生産拡大を図ります。 

ア 生産コストの低減や園芸導入による産地づくりなどのため、ほ場整備事業を推進する

とともに、ロボット技術やＩＣＴ等の先進技術の活用によるスマート農業の導入を推

進します。 

イ 生産技術講習会や品質・衛生管理対策研修会等の開催支援 

ウ 消費者・実需者との意見交換会等によるニーズの把握と情報の提供 

エ 農薬の適正使用とポジティブリスト制度対応の支援 

オ 環境保全型農業の推進・支援 

カ 環境への負荷低減や農産物の品質向上を図るための各種認証制度（例：ＧＡＰ認証な

ど）に取り組み、持続可能な農業を推進する。 

 

②安全な農林水産物に対する正しい理解の啓発 

農業者に対しては、適正な農薬使用や耕畜連携による畜産堆肥を活用した土づくりの推進

や認証制度取得の推進を図ります。漁業者や水産加工業者、流通業者に対しては、水揚げさ

れた水産物の品質・衛生管理の意識を高めるための取組を進めます。 

また、消費者に対しても、本市で生産された農林水産物の安全性や、減農薬栽培等による

付加価値がついた農産物に対する正しい理解の啓発を行います。 
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ᵓ Ⱪꜝfi♪ ─  

 

  ₒ ⌂ ⅎ ₓ 

   山、川、海がバランスよく配置されており、季節ごとにさまざまな食材が収穫され、上質な

食材が傍にある本市の強みを生かした農林水産物のブランド化により、農林水産業を魅力ある

産業として発展させ、地域経済の活性化を目指します。 

農林漁業者、農林漁業関係団体、行政が連携し、本市の特色ある農林水産物を創り育てるブ

ランド化に向けた取組を行います。 

 

  ₒ ⌂ ₓ 

① 「村上ブランド」として産地化への取組・ブランド化へ向けた先進地視察の実施 

② 地元産品の市内飲食店での活用 

③ 有効なプレスリリース活用によるメディアとの連携 

 

 ⌂  
 

     Ι 
Ι 
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 ─√╘─∕╣∙╣─  
 

関係者の協働によって施策が実施されるよう、市民、農林漁業者・農林水産業団体、実需者、関

係機関・団体等の責務と役割を明らかにし、次のとおり行動指針を定めます。 

 

   

①市民は、食を支える農林漁業者の活動ならびに、その活動により保全される農林水産業の多

面的機能が、市民生活に密接に関係していることを理解し、市民の共有財産である本市の農

林水産業・農山漁村を支えるため、地域食材の利活用に努めます。 

②市民一人ひとりが、地産地消の様々な取組みに参加し、安全で安心な地場産農林水産物によ

る健康的な食生活を楽しみ、食習慣や食文化の伝統を次世代に引き継ぐように努めます。 

 

 

ה   

①農林漁業者及び農林水産業団体は、生産・収穫する農林水産物等が消費者・実需者の生活を

支えていることを自覚し、食の安全安心に関する関係法令等を遵守するとともに、自らが農

山漁村における地域づくりの主役であることを認識し、主体的に行動します。 

②地域で生産された農林水産物が、地域内で流通することができるような出荷形態や体制づく

りに努めるとともに、生産する産物等に関する正確かつ適切な情報を提供します。 

③農林水産業の多面的な機能を保全する担い手としての自覚を持ち、農林水産物の生産に努め

ます。 

④商工業者等と連携して、農林水産物の地域ブランドづくりに努めます。 

 

 

  

①実需者は、食料・農業・農村に関する問題が、自らの活動に密接に関係してくることを踏ま

え、地場産農林水産物とその生産活動についての関心を持つとともに、消費者のニーズを農

林漁業者・農林水産業団体に的確に伝え、本市の農林水産業、農山漁村を支える取組に各々

の立場で参加します。 

②地域で生産された農林水産物の積極的な利用に努めます。 

③地域で生産された農林水産物や加工品の地域内での流通、販売に努めます。 

④農林漁業者・農林水産業団体と連携して、農林水産物の地域ブランドづくりに努めます。 

 

 

 

ה   

関係機関・団体は、市民、農業者・農林水産業団体、事業者が取り組んでいる「食」を起点

とした農林水産業の地域活性化への取組を支援するとともに、市が実施する施策について、助

言・協力をします。 

 


